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多治見駅北側にエンターテイメント型飲食施設などがオープン予定
　12月定例会で、多治見駅北の虎渓用水広場西側に隣接する市有地1,350㎡の減額貸し付けの議案が可決され
ました。多治見駅北地区のにぎわいを創出するため、貸付先を公募したところ3件の応募があり、選定の結果、
有限責任事業組合キメラに決定しました。平成29年 4～ 5月にエンターテイメント型飲食施設などがオープン
予定です。

減額後の貸付料：年額96万円（月額8万円）
貸付期間：平成29年 1月1日から平成34年 3月31日まで
　　　　　（ただし、平成37年 3月31日までの間、協議の上1年ごとに延長可能）


